
パブリックコメント（意見公募）制度
に基づき皆さんからの意見を募集します
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６
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７
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農村滞在型余暇活動機能整備
計画書（市町村計画）（案）

第２次登別市スポーツ推進
基本計画（案）

第２次登別市文化振興
基本計画（案）

～　募集期間　 6月 3 0 日 ( 火 ) まで　～

ドイガのしらく 　市や国、道からのお知らせ

概要・目的

担当
グループ

資料の閲覧

意見の例

意見の
提出方法

意見に
対する
回　答

農林水産グループ
〒059-8701中央町６丁目11
（☎85 2 3 2 1・fax85 8 2 8 6）

Ｅメール：agri@city.noboribetsu.lg.jp

社会教育グループ
〒059-0014富士町7丁目33

（☎88 1 1 2 9・fax85 9 7 4 4）
Eメール：syakyou@city.noboribetsu.lg.jp

　農村などで自然や文化に触れ、そ
こで暮らす人びととの交流や農業体
験により農業への理解を深めるとと
もに、地域の活性化を図るための計
画です。

　市民の『だれもが、いつでも、ど
こでも、いつまでも』気軽にスポー
ツに親しみながら健康で豊かな生活
を送ることができる社会の実現を目
指し、市の実情に応じたスポーツ施
策の理念を推進することを目的とし
た計画です。

　市民がふるさと登別の文化の創造
に関わるとともに、文化遺産の保護
継承と活用に努め、文化の多様性を
認識し、私たちが住むこの土地への
誇りと生きがいを感じられる個性あ
る文化活動と文化を育む環境づくり
を進めるため、文化振興を図ること
を目的とした計画です。

　本案の全文は、市役所１階市民コーナー、各支所、市民会館、市立図書館、市民活動センター、各意見募集の
担当グループに備え付けるほか、市ホームページにも掲載します。

　『○○事業は、△△のように改善すれば市民が利用しやすくなる』『条例案○条は、△△と記載されているが、
□□の理由から◇◇のような記載が必要ではないか』など、皆さんの意見をお寄せください。

　各閲覧場所に備え付けの専用用紙か任意の用紙に①案件名②住所③氏名④電話番号⑤意見を記入し、各閲覧場
所備え付けの『意見箱』に投函するか、郵送またはファクス、Ｅメールで各担当グループに提出してください。
※ 電話や来庁による口頭でのご意見はお受けできません。
　寄せられた意見に対する市の考え方は、市ホームページに掲載するほか、上記閲覧場所に閲覧ファイルを備え
付けます。
※ 意見を提出された方に対して個別の回答は行いません。
※ 意見を提出された方の住所、氏名、電話番号は公表しません。
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